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長崎市図書館条例の一部を改正する条例

1 条例改正案の概要 '

(1)目的

市立図書館は、 PF1方式により、選定事業者が施設の設計・建設を行うとともに、平成20年1

月の供用開始から15年間の維持管理・運営を行ってぃる。

PF1契約により令和4年12月31日に今期事業が終了することとなっており、令和5年1月か

らの管理運営においても、市民サービスの水準を維持継続し、さらに民間能力の活用を図るため、

利用料金制による指定管理者制度を導入したいことから、現行条例の一部を改正するもの。

(2)改正の主な内容

ア利用料金制による指定管理者制度の導入

経費の削減につながり、施設の効用を高める事業提案を期待できることから、市立図書館

の管理を公募により選定した指定管理者に行わせる。

・施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることで、より効率的な運営を

行い、施設の効用を高めるため、利用料金制を適用する。

イ長崎市図書館協議会の廃止と長崎市図書館運営協議会の設置(第19条)

指定管理者制度の導入に伴い、指定管理者.において館長が配置されることから、図書館法

に基づき館長の諮問機関として設置している長崎市図書館協議会を廃止する。

・引き続き、専門的見地から図書館の適切な運営に関し必要な事項を調査審議するため、協

議会の設置目的、担任事務等、これまでの機能を継続する附属機関として、条例に基づく

長崎市図書館運営協議会を設置する。

(3)施行日令和5年1月1日

2 施設の概要

(1)名 称

(2)所在地

(3)設置年月日

(4)設置目的

(5)主な施設内容

長崎市立図書館

長崎市興善町1番1号

平成20年1月5日

市民の教育と文化の発展に寄与するため。

構

延床面積

所蔵能力

鉄骨鉄筋コンクリート造

蔵書数

11,658.94nf

約80万冊(開架25万冊/閉架55万冊)

約80.7万冊(令和2年度末時点)

(開架39.6万冊/団体書庫2,2万冊、'閉架書庫38.9万冊)

造



.

4階

3階

閉架妻庫、倉庫

事務室、審庫、団体貸出室、ボランティア室

有料貸室:スタジオ、編集室、パソコン室

2階

⑥開館時間

図喜閲覧室、自習室(スタディルーム)、グループ学習室

有料貸室:研修室1.~4

1階

地下1階

図婁閲覧室(こどもとしょかん、おはなしのへやを含む。 )、

多目的ホール、新興善メモリアル、救護所メモリアル

駐車場(64台、うち障害者用3台)

(刀休 館

(8)利用者の推移

日 毎週火曜日(火曜日が r国民の祝日に関す,る法律」第2条に規定する休日の

場合を除く。(令和5年1月1日から適用))、 12月29日~ 1月4日、特別

整理期間(5日間以内)

10:00~20:00

年度

開館日数

゛

閲覧室の利用者

10:00~21:00

救護所メモリアル入場者

平成28年度

利用件数
【.r -"ー、"".ーー^ー.'

有料施設

302日

盖メモリア

※2

人

811,699

利用者数

29年度

301日

人

12,168

利用料金

件

4,0部

人

船,070

円

4,543,釣5

人

844,504

稼働率

駐車場

30年度

t 利用台数

人

14,090

」利用料金

302日

人

862,967

件

4 133

令和元年度

302日

1無料の割合

63,17

円

4,607,153

41.0 %

人

11,929

※1)緊急事態宣言等に伴い18白問の臨時休館
※2)多目的ホール、研修室1~4、新興善メモリアル、パソコン室、スタジオ、編集室の利用の合計

128,786

円

9,907,570

人

841,058

台

件

3,946

令和2年度

61,93

円

4,272,348

41.6 %

人

12.808

125,901

円

10,100,840

79.1 %

284日※1

件

3,557

人

49,529

円

3,0船,301

人

6船,810

口

39.6 %

人

10,280

128,673

円

10,089,160

刀.4 %

件

2,5釣

人

23,739

円

2,349,508

台

35.フ%

129,412

円

9,252,100

78.0 %

台

2

27.4 %

78,9 %

107,061

円

5,704; 620

'、
口

82.4 %

多目的ホー
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3 位置図及ぴ平面図

(1)位置図

(2)平面図
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4 指定管理者制度の導入について

(1)「長崎市PPP手法の優先的検討方針」に基づくPPP手法の選択

「長崎市PPP手法の優先的検討方針」に基づくPPP手法の選択フローチャート(抜粋)

ノ...丁;=ー、で'ニー

事業費の総額が10億円以上の施設の整備を伴う事榮である
、,、_■^^一●釣局剛',1■,,1、"ゴ゛,,'^、":.咋一」゛

YES

11 整備と運営を一括レて委託する 1勺、^Ⅷ亀4冒^飽、^'、..を.丸'ン゛"^彰^貞gt'r^」出ヒ、き
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DB

"'ニ、ー

L

市立図書館は、今後15年問での大規模修繕に係る経費見込みが6億円であり、また、現状で

は今後大きな施設改修を行う予定もないことから、 PF、1手法等は選択しない。

※) PF1手法等

DB : Desi即 Build

民問事業者に公共施設等の設計・建設のみを一括して発注ずる事業方式。

PFI(BT): PFI(Build Transfer)

民間事業者が施設等を建設し、公共施設等の管理者に施設所有権を移転するPF1手法の事業方式。

DBO : Desi客n Build operate

民間事業者に公共施設等の設計・建設、維持管理・運営を一括して発注する事業方式。

PF1侶OT): PFI(Build operate Transfer)

民間事業者が施設等を建設し、維持管理・運営を行い、事業終了時に公共施設等の管理者に施設所有権を

移転するPF1手法の事業方式。

PH(BTO): PF1億Uild Transfer 伽erate)

民閻事業者が施設等を建設し、施設完成時に公共施設等の管理者に施設所有権を移転し、民問事業者が維

持管理・運営を行うPF1手法の事業方式。

PH (Rの: PFI(Rehabilitate operate)

既存の公共施設等の所有権を公共側が有したまま、民間事業者が施設を改修し、改修後の維持管理・運営

等を行うPF1手法の事業方式。

PFI (BT)

6

1

PF1手法等晃 r

YES

DBO

指定_管理'者制度

PF1 得OT)

包括的民間委託

PFI (BTO)

PFI (RO)

^^

.
一

一
.

るC
、

ブ

1
 
一
"

.
一
、

区

一
度
"

0

.
年
一

N

単
一

ー
ー
ー
ー
ー
 
t
 
1
 
ー



②運営方法の検討(直営との比較)

ア民間の能力やノウハウを活用したサービスの向上が図られる。

イ公の施設の効用を高める事業提案を受けることができる。

ウ貸室等の許可権限を委任できる。

工

オ個々の業務を一括委託することで事務を効率化できる。

料金収入に係る会計事務を効率化できる。

力個々の業務をア括委託することで経費を削減できる。

民間の能力やノウハウを活用したサービス向上、事務の効率化と経費の削減に加えて、「公の

施設の効用を高める事業提案を受けることができる。」、「貸室等の許可権限を委任できる。」、

「料金収入に係る会計事務を効率化できる。」などのメリットが考えられるため、指定管理者

制度を導入する。

(3)選定方法公募

(4)利用料金制適用する。

(5)指定期問令和5年1月1日から令和10年3月31日まで(5年3か月)

(6)業務内容

指定管理者制度
による場合

・長崎市立図書館運営方針、資料収集方針など

各種方針及び基準等の運用、管理

選書の決定

資料寄贈(寄付金)に関する業務(感謝状)

公民館等図書室の支援業務

学校図書館の支援業務

長崎市図書館協議会に関する業務

・子ども読書活動推進計画に関する業務

図書館を使った調べる学習コンケールの審

査会の開催

長崎県教育委員会、県立図書館及ぴ県内公共

図喜館等との連絡調整

図書館情報システムの更新計画策定

・施設設備の長期修繕計画策定

モニタリ,ング

0

包括的民問委託
による場合

0

0

直営業務

0

図書館情報システムの運用・管理

はじめまして,本事業にする業務.

0

0

所メモリアル等の管理及ぴ

0

0

0

【維持管理】

保守管理(建築物、建築設備、植栽・外構)

清掃

・環境衛生管理

駐車場管理

・警備

【運営業務】

・図書その他の資料の収集、整理及び保存

(蔵書点検を含む)

・図書その他の資料の閲覧、貸出し及び調査

相談

読書会、研修会、展示会、映写会等の企画

ライブラリーの出業

指定管理業務

7

連設

※下線部については、直営業務から指定管理業務に移行するもの。

及び実施

・読書グループ等の活動の指省及び奨励
.

貸室^

見



5 指定管理者制度導入までのスケジュール(案)

年

令和4年2月

月

令和4年4月

市議会

2月議会

令和4年7月

医何亜、

医夏亜
0

・公募締切

令和4年9月

・条例議案審査、予算議案審査

予算計上(指定管理者候補者選定審査会)

令和4年11月

令和5年1月

9月議会

遷愛蚕蚕・(指定管理者候補者選定審査会)
・審査及び候補団体の決定

匪璽^、.匝^
・指定議案審査、補正予算議案審査

匝璽壷圖

匪璽^

内

8

容



6 長崎市図書館条例新旧対照表(抜粋)

0長崎市図書館条例

第1条

現行

^ 第3条

平成19年3月29日

条例第4号

(略)

0長崎市図書館条例

改正後(案)

第1条 ^

第丑条

(旨定管理者による管理)

第3条

「市立図婁館という。)の管理地方自治法

(昭和22

平成19年3月29日

条例第4号

3項の夫定により、教育委員会が指定するもの

(略)

委員会は、長崎市立図書館(以下

(以下「旨定管理者という。)に仔せる

2 教'委員会は、前項の指定に当たっては

去

3

の方法により

旨定仙理の指定受けようとするものは

申ヨ壷に業計画書その他教委幽会規則で

67号)-244

定める書'を添付して、教育委=会に提出しな

けれぱならない

4 教育員会は、前項の規定により提出された

これ

喜類審査し、次にげる件満たすものの

うちから最も適当と認めるもの指定管理

として指定する。

うものとする

の2

a)

ものであること。

市民の平等利用確することができる

②市立図書館の効用'大限に発すると

ともに、管理'土の縮減が図られるものであ

ム

ること。

(3)

力及び人的キカを有しているものであるこ
市立図書の管理安定して行う物的能

と。

(4)ガ13号に

と認め・る

規則で定める条件

第旦玉指定管理者は、次にげる業

(指定"理者が行う業)

のとする。

①

げるもののほか、教育委

栄務

②

3久号に掲げる業の

書館の利用にする業

③市立図書館の施設及び設備の維管理に

立図書の利用の許可その他の立図

閏生亙茎務

④

の運営に

前3号にげるもののほ力

業務

(開館時間及び休館日)

第旦金
日は、教

うも

して教育委会が必

9

にする

燒図喜の開館閻及び館

=会ま則で定める

市立図書館

会



第丑条長崎立図書館(以下「市立図館と

(利用の許可)

いう。)の多目的ホール、ホール、会議室、研
修室、スタジオ、編集室若しくはパソコン室
(以下「多目的ホ乏1レ等」_と_いう"。_)_を手11用L

ようとする者又は学習室を占用して利用しよう

とする者は、歓育委員金の許可を受けなけれぱ
ならない。

2 数責委旦金は、次の各号のいずれがに該当す
るときは、前項の許可(以下「利用の許可」と
いう。)をしない。

御公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれが
あるとき。

②市立図書館の管理上支障があるとき。

③集団的に又は常習的に暴力的不法行為を
行うおそれがある組織の利益になると認め
るとき。

④その他教育委員会が適当でないと認める

2に掲げる額

忍受けて定

10

立図書館の舟館時"及び
会の承認得て指定管理がめる

前項の認の基;は、市立図書館の利用〒
"を、利用者の 11便性

則で定める。

(利用の許可)

第ユ金市立図晝蛇の多目的ホール、ホール、会
議室、研修室、スタジオ、編集室若しくはパソ
コン室(以下「多目的ホール等」という。)を

利用しよう.とする者又は学習室を占用して利用
しようとする者は、担定管翌者の許可を受けな
けれぱならない。

とき。

3 数童委旦金は、市立図書館の管理上彪要があ
ると認めるときは、利用の許可について条件を
付することができる。

(使用料)

第巨金多目的ホール等の利用の許可を受けた者

勘して教育

日は

2

は、別表第1に定める使用料

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当す
るときは、前項の許可(以下「利用の許可」と
いう。)をしない。

①公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれが
あるとき。

②市立図書館の管理上支障があるとき。

③集団的に又は常習的に暴力的不法行為を
行うおそれがある組織の利益になると認め
るとき。

④その他指定管理者が適当でないと認める

ならない。

会ま

勺項の用斗は、利用のを可の,、に納入しな
けれぱならない。ただし、市長が特別の理由が
あると認めるときは、この艮りでない

とき。

3 1旨定管理者は、市立図書館の管理上必要があ
ると認めるときは、利用の許可について条件を
付することができる。

(利用料金)

入しなけれぱ

第旦金多目的ホール等の利用の許可を受けた者
又は立図書館の主車場(以下瑪主車甘とし

第旦条

(星車料金)

つ

の利用に八る,金(以下「利用、金とい
)に自動車を駐させた者は、市立図喜館

う。)を指定管理者に支払わなけれぱならな

動車の出庫のハに別表 2にめる,主車"金

い。

という。)に自動車を主車させた者は、自
立図書館のキ車

利用料金(附

<

つては別表第1にげる額

)は、多目的ホール等利用する合にあ

主車する合にあつては別

基準として、利用の形'等の状況勘案して
指定管理者があらかじめ市長の

め亙土の七^

(以下'1こ「駐

の利用に係るもの

附

旨定理があらかじめ長の承認受けて定
めるものとする。

形の利用にハる利用'.金については

市長は、指定管理者に利用料金当該旨定管
理者の収入として収受させるものとする。

キ車場に自動車

(削除)

育2
一
三

2
-

3
-

4
-

3



入しなけれぱならない

(駐車料金の不徴収)

篁Z条次の号のいずれかに該当するときは
主車料金

(1 ) 市立図館

②

以内であるとき

収しない

認めるとき。
前号のほか、市長が別の理由があると

玉旦金

(使用料等の減免)

は

リ用する者の主車

いう)を減免することができる。

(使用料等の返還)

第旦釜既納の使用'、等は、返還しない。たた

長は、特別の理由があると認めるとき
用'、及ぴ,主車々金(以下「用

し、市長が、別の理由があると認めるときは
この限りでない。

(特別の設備等)

第10条多目的ホール等の利用の許可を受けた者
は、歓宣委旦金の許可を受けて特昂ゆ設備をす
ることができる。

第11条数育委旦金は、市立図書館の管理上必要
があると認めるときは、多目的ホール等の利用
の許可を受けた者に対し、必要な設備をするこ
とを命ずることができる。

が30

(削除)

(劉困料金の減免)

篁旦玉指定管理者は
と

第12条

凱けて定める基準に基づき、利用'.金を減免す
ることができる。

(削除)

第14条教育委員会は、次の各号のいずれかに該

(利用の許可の取消し等)

^

当するときは、利用の許可を取り消し、又は利
用を停止し、若しくは制限することができる。

ω偽りその他不正の手段により利用の許可
を受けたとき。

(2)利用の許可の条件に違反したとき。

③この条例又はこの条例に基づく規則に違
反したとき。

2 前項の規定による処分によつて利用者に損害

が生じることがあっても、市は、その責めを負
わない。

第13条

(特別の設備等)

第10条多目的ホール等の利用の許可を受けた者
は、指定管理者の許可を受けて特別の設備をす

あらかじめ市長の認

(略)

ることができる。

第11条担定管翌者は、市立図書館の管理上必要
があると認めるときは、多目的ホール等の利用
の許可を受けた者に対し、必要な設備をするこ
とを命ずることができる。

第15条

第12条

(職員)

第怜条図書館に館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会の設置)

^

第14条指定管理者は、次の各号のいずれかに該

(利用の許可の取消し等)

^

第17条

当するときは、利用の許可を取り消し、又は利
用を停止し、若しくは制限することができる。

①偽りその他不正の手段により利用の許可
を受けたとき。

(2)利用の許可の条件に違反した'とき。

③この条例又はこの条例に基づく規則に違
反したとき。

2 前項の規定による処分によって利用者に損害
が生じることがあっても、ホ墨よε1^
は、その責めを負わない。

第袷条

第19条図書

条第1項の定に基づき、図書館に長崎図婁

(略)

館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(略)

法(昭和25年法

第15条

118号)

(職員)

第18条長崎市香焼図書館に館長その他必要な

^

14

員を置く。

(図書館運営協議会の設置)

第打条

第19条図書の適切な営に

(略)

査議するため、長。市図書運営協議会
(以下「協議会」という。)を置く。

れ

し必 な項



第20条~第24条(略)

(協議会の庶務)

第25条協議会の庶務は、市立図臺館において処
理する。

第20条~第24条(略)

(協議会の庶務)

第25条協議会の庶務は

理する

(教育委員会による管理)

第26条教育委員会は、旨定管理者の旨定す,る
ことができないとき、又は旨定管理の指定
取り消し、若しくはル定めて管理の業の
止命じたときは、第4久第1項の規定に力

、、かわ、らず.、.管理の業、、自、らイフう、もの.と,1る

2 1項の合における 6 2項、 7女'
-8条第1項及ぴ第3項、第9条から第11条
まで、-14久並びに別表"'1のヌ定の適用に
ついては 6 2 「育委会の認

を得て指定管理がとあるのは「教育委員会
が別にと、 7武中「旨定管理者とあるの
は「教育委員会と、-8久一1項中「立図
書館の利用に係る"・金(以下「利用料金とい
う。)旨定管理者に支厶なけれぱならな
いとあるのは「別表一1にげる用.又は

会において処

別表第2にげる駐車料金(以下「使用料等
という。)市長に納入しなけれぱならない

と、同条第3 中「利用'.金については、指
管理者があ、らかじめ市長の認受けてとあ
るのは「用料については、市長が別にと

-9 、中「指理は、あら力

認受けて定める基準に基づき

(委任)

第26武この条例の施行に関し必要な事項は、
育委員会規則で定める。ただし、協議会の運営
に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定
める。

あるのは「市長は、別の理由がると認める
ときは、用料等と、第10欠、-11女'及
び一14武一「項中「指定管理者とあるのは

「育委員会と、同条第2 中「及ぴ旨定
理者とあるのは「市」と、別表第1中「金

とあるのは「用料と、同表,比考2
「指定管理があらかじめの承認受けて

定める額とするとあるのは「長が別に定め
ると、同表備考3中「実費に相当する額とす

徴収するとし、 6るとあるのは「

条第3項並ぴに第8 2項及び一4項の規定
は適用しない

じめ市の承

利用料金と

3 教育委員会は、第1項の主定により管理の業
を行うこととし、又は同項の規定により行っ

ている管理の業務行ないこととするとき
は、あらかじめその旨を告示するものとする

(委任)

第27欠二の条例の施行に関し必要な事項は
育委員会規則で定める。ただし、協議会の運営
に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定
める

附則

(施行日)

1 この条例は、ムロ5年1月1日から施行す

12

育



る

巨施貨,二亙L

'経過損武_

ただし

この条例の施一の日(以下「施一日

つ

、

則 6項のま定は、公の日力

「旧例という)のま定によりなされた 1

)前に改正 1の

用の許可そのの行,.は、改正後の長崎図壷

館欠 j(以下「斤例という。)の相当ま定
によりなされたものとみなす

この例の

定により置かれている

下「旧

る諮問その他の'テ,は、新例第19条のま定

図書

により置かれた

別表第.1(第旦条関係)

(表略)

テのハ現に旧条例第19久のま

例(以下

の他の行為とみなす

備考

とい

という

このホ・1の施行の八現に旧

る者は、施行日に

されたものとみなす。この目合において、その

という

市図書館協議会(以

委

)に対して

多目的ホール等の利用の許可を受けた

が、入場者から入場料金その他これに類する
料金を徴収するとき、又は営利、営業、宣伝
その他これらに類する目的で利用するときの

使用料は、この表に掲げる使困劉の倍額とす
る。

議会の委=としての任期の残任期間と同一の期

図婁館運営協議会(以下

間とする。

)に対して行れた

たものとみなされるの任期は、旧

この久例の施行の,、現に旧

る者又は会長の職務代理する

2 利用時間を超過して利用する場合の使用料
は、教委員会規則で定める。

されている者は、施一日に、新久例

れてい

協二会の委員として委嘱

ま定する協二会の会として定められ、又は

同条に規定する協議会の会長の職を代理す
る

会の委員であ

3

」坐僅五益L

多目的ホール等の利用の許可を受けた者が

特別の設備をする場合に、備付けの器具以外
の器具を使用して電気又は水道を使用すると

きは、実費を徴収する。

として指名されたものとみなす

指定管理の旨定にし必な手続は
日勺においても行うことができる

別表第1(第旦条関係)

(表略)

附属

め墨L

備考

1 多目的ホール等の劉団者が、入場者から入
場料金その他これに類する料金を徴収すると

き、又は営利、営業、宣伝その他これらに類

する目的で利用するときの金鍾はイこの表に
掲げる金額の倍額とする。

会の会であ

=として指名

の用料は

22 に

育委員会規則で定

2 利用時間を超過して利用する場合の金額
は、指定管理者があらかじめ市長の承認受
けて定める額とする。

3 多目的ホール等の利用者が特別の設備をす
る場合に、備付けの器具以外の器具を使用し

て電気又は水道を使用するときは、実費垈柤
当する額とする。

(削除)

13
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-

会

旦

会

行

4
-

旦

旦

4
-



別表第2 (第旦条関係)

(表略)

備考

1 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行
規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省
令」という。)別表第1に規定する普通自動
車のうち人の運送の用に供する乗車定員1
1人以上のものを除いたものをいう。

2 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定
・・ーーーするJI、型・自・動車の,う・ち・ニ・輪・自・動車を・除.いた

ものをいう'

3 「軽自動車」とは、省令別表第11こ規定す
る軽自動車のうち二輪自動車を除いたもの
をいう。

別表第2 (第旦条関係)

(表略)

備考

1 「普通自動車」とは、道路運送車両法施行
規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省
令」という。)別表第11こ規定する普通自動
車のうち人の運送の用に供する乗車定員1

1人墜との芦連^を除いたものをし、う。
2 「小型自動車」とは、省令別表第1に規定
す・る小型自動車のうち二輪自動車を除し寸こ
ものをいう。

3 「軽自動車」とは、省令別表第1に規定す
る軽自動車のうち二輪自動車を除いたもの
をいう。

,

14
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7 市立図書館におけるPF1事業の評価につぃて

(1)施設及び事業概要

ア施設概要

市立図書館は、「図書館専有部分」の他、平和関連施設の「救護所メモリアル」及

ぴ近隣住民のコミュニティ施設である「新興善メモリアル」からなる。

なお、本施設の敷地は旧長崎市立新興善小学校跡地であり、原爆投下時に当該小学

校が救護所として活用されたことから、「救護所メモリアル」には被爆の実相を伝え
ることを目的に当時の救護所を再現している。

図書館運営においては、『世紀を通じ、市民の暮らしにいきづき、豊かさと活力を

生む図書E創を目指し、「情報提供機能」や「学習・調査・研究支援及び相談機能」

「生涯学習支援機能」「地域づくり支援機能」等を充実させ、サービス提供を行って
いる。

項目

施設の

概要等

施設概要 ・建築面積:3,650.27m.

・三正床面積:11,658.94m2
・図書館専有部分面積

・平和関連施設(救護所メモリアjD 部分面積

・地域コミユニティ施設(新興善メモリアル)部分面積:

・地下駐車場:64台

,階数:地上4階地下1階

・構造:鉄骨3失筋コンクリート造(一部鉄骨、鉄筋コンクリート造)

図表1 市立図書館の施設概要

所蔵能力

蔵書数

運営概要

概要

約80万冊(開架25万冊ノ閉架55万冊)
約 80,7万冊(令ネロ2年度末時点)

(開架39.6万冊/団体書庫2.2万冊、閉架害庫38.9万冊)

■開館時間

午前10時から午1麦8時

(スタディルーム、多目的ホールなど生涯学習エリアは午後9時まで)

施設の

」ι地条

件

券畷二.,1・
敷地概要 ・敷地面積:5β87rH

・用途地域:商業地域

・建蔽率:80%

・容積率:600ツ0

・防火指定:準防火地域一部防火地域

3,650.27 rr{
142.07 nl

488.48 r6

イ今期事業の事業スキーム

今期事業は、次表のとおりPFI-BTO (Build Transfer operate)方式によの実施

しておの、施設の設計・建設、15年間の維持管理・運営を選定事業者が担っている。

開館日数は年間300日以上

15



事業手法

項目

事業期問

[謙ナ・建設一施設引渡し一維持管理・運営(15年)]PFI・BTO

平成 17 (2005)年6月~平成 19 (2007)年9月設計・建設期間.:

図書館等準備期間:平成 17 (2005)年6月~平成19 (200力年12月

平成 20 (2008)年1月供用開始:

一維持管理.運営期問・ト・平成一19<2007)・年10月~令和4・<2022)年・12月・

民間の業務範

囲

図表2 今期事業の事業スキーム

凋i鋸十・建設業務

・投き十業務

・建設・施工管理業務

・施設引渡し業務

冒施設維持管理業務

・建築物保守管理業務

・建築設備保守管理業務

・キ直栽・外構保守管理業務

・清掃業務

・環境衛生管理業務

・駐車場管理業務

・警備業務

概要

選定事業者 代表企業:鹿島建設株式会社

設計企業:株式会社三菱地所設計

建設企業:株式会社上滝

維持管埋企業:太平ビルサービス株式会社、長崎菱興サービス株式会社
運営企業:株式会社図書館流通センター

契約金額

曜図書館運営業務

・開館準備業務の一部

・総括業務の[部

・サービス的業務の一部

・情報資料整備業務の一部

・図害館ネットワーク業務の一部

・公民館等図害室業務の一部

・図書館情報システム業務

・軽食コーナー運営業務(独立採算制)

10β39,280,050円(税込み)

事業費内訳

施設等整備費

項目

維持管理費

設計・建設業務、建設・施工監理業務、金利

運営費等

VFM

建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、

植栽・タ耕毒保守管理業務、清掃業務、環境衛生管

理業務、駐車場管理業務、警備業務

姦お、図書館運営業務にっいては、社会教育施設及ぴ公の施設として公共性・、公益

性を十分確保した上で、最小の経費で最大の効果が得られるよう民間のノウハウを最

大限活かしつっ財政資金の効率的な使用を図ることを基本とし、次の方針に基づき、

市と選定事業者で役割を分担している。

内容

^費a当分、'1鷺R資邪購入費[詞荊董スづ)金泙り]、

区膚館膚&システム糎棚^び霽斤動目当分、

図翻官胤診ステム保白管理費、鬚且生髞・倒貪料

落札者決定時

事業終了時:

、

約25%

約26%

・t

金額(千円)

3β84,679

1,571,787

5β82β14

10,839,280
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. 図書館の運営理念の策定や公民館との連携等図書館サービス網の構築といった運営の
根幹に関わる事項にっいては市が行う

. 他自治体の図書館や市内の学校・教育施設との連携、各種団体との協力、図書館運営
委員会に関する事務等、公的立場から調整が必要となる業務は市が行う

.

図表3運営業務における官民分担の基本方針

運営の基本方針の策定、及び基本方針に沿った各業務の計画に関する最終決定権限
及び報資料の選定に関する長終決定権限は市が持つ

. 選定事業者は、新しい発想、企画力、技術力、効率的サービス提供能力を晟大限活か

出典:長崎市立図書館整備運営事業図書館運営業務要求水準書

こうした官民分担の方針を踏弐え、図表4のとおの、市が直接実施する図書館運営

業務と、それ以外の業務を民間事業者が担い、運営業務に官民の双方が関与するなか
で、その役割分担を明確にしている。

図表4市が実施する図書館運営業務

し、各業務の計画を策定し、その計画に沿ったより質の高いサービスを提供する

大分類

開館準備業務

図書館業務項目

総括業務

開館時設置情報資料の決定

理念・目的・方針の策定

条伊小規則の策定及び改廃

マニユアルの決定

図書館運営計画策定及び統計分析

プロモーション計画の決定

サービス的業務

議会・行政内部に対するPR

図書館運営協議会に関する業務

図書館関係団体、生涯学習関係団体との調整

情報資料整備業務

各種調査回答、図書館宛文書管理、公EU・マスターキーの管理、物
品・備品管理等、庶務

予算・決算資料作成、予算執行

図書館ネットワーク業務

サービス計画の決定

規貝小規定に基づかないイレギユラーな案件の処理

関係機関との連絡・調整

公民館等図書室業務

情報資料購入計画の決定

情報資料選定決定

協力機閧との連絡・調整

図書館ネットワーク計画の決定

図誓館ネットワーク計画立案

蔵書方針・購入計画の作成

情報資料選定決定

17



図書館情報システム業務

出典:長崎市立図書館整備運営事業図害館運営業務要求水準書

_また、.維持管理業務で.は太規模修繕に、ついて_は今期事業の業務範囲く民間事業者の

業務)としておらず、事業終了時期に想定される機器類の更新にっいても、事業終了
後に市が行うことになる。

恋お、地域コミュニティ施設のうち新興善メモリアルに開しては、当該PF1事業では

設計.建設業務のみが対象であり、.当該施設部分の維持管理・運営にっいてはPF1事業
の範囲外として、別途、同選定事業者(民間事業者)に委託している。

図表5 PF1の導入前(市直営)と導入後(PF1事業者)の運営状況の比較

公民館等図書室書架整理指導

弁償資料受取・送付

酉B本計画の作成

配本先決定

図書館情報システム導入・更新計画の決定

開館時間

図書センター

(~平成19年3月)

午前9時~午後5時

ア国民の祝日に関する

法律(昭和お年法

律第 178号)に規定

する休日

イ毎週月曜日侘の日

が休日に当たるときは、

その休日以後最初の

休日でない日)

ウ 1月,2日及び同月

3日並びに 12月29

日から同月31日まで

長崎市立図書館

(平成20年1月~)

休館臼

午前10時~午後8時

?缶週灸i厘百一ーフ^
イ 1月1日から同月4

日まで及び 12月29

白から同月31日まで

ウ特別整理期間(毎

年5日以内で教育委

員会力淀める日)

特別整理日

(蔵書点検)

備考

開館時間を延長できた。

毎週火曜日を休館日と

したことで、月曜休室が

多い図書施設との区分

け力Cでき、図書施設利用

者の利便性が向上した。

毎年7日以内

開館日数 年間約280日

毎年5日以内

IC タグの導入により蔵書

点検の処理期間を短縮

でき、休館日が減少し

た。

年問300日以上

18

蔵書点検期間の短縮や

ゴールデンウィークの開館

等で年間の開館日数が

増加した。

、

、

、

、

運
営
に
つ
い
て



(2)定性的評価(PF1事業者が提供する主なサービス)

サービス

貸出・閲覧サービス

予約・りクエストサービ

ス

レファレンス(調査相

談)サーピス

ー、ーーーーーー、ーーーーー、ー「年間約3万点の新規資料の追加
収集した図書の貸出や配架、読書空問の提イ共を行う。

サービスの概要

の書誌情報の検索や利用者が読

み終えた資料の清報を保存できる

サービスなどに対応している

利用者からの予約に関する受入体制の構築や予約受

付、利用者から要望のある図害の調達を行う。

専用カウンターを設置し、対面や電子メール、電話を通じ

て寄せられる利用者からの疑問に対し、参考図書や電子

資料、インターネットを活用して、調査研究や学習を支援

する。

ーーー・ーーー・・ーー1・ーー・・
1児童サービス 1

1 .11 '1

1___.___ 1おはなし会などの行事を1包期的に行う。^^^..^^^.^^一■^.^ーー」、^ト^^^^

I YA (ヤングァダルト)1 田常生活や成長過程に沿ったテーマの資料を揃え、読書

サービス

絵本等児童向けの読みものの収集・配架を行う。

専任の職員を配置し、読書相談や児童力ちのレファレンス

に対応する。

___________1若い世代同士の清報交換の場を設ける。 1ている0]^、「]「q^■一^冒^^^^ー^^^^.■^■'^区'J^^^^"

視聴、覚サービス'図書資料との関係を考慮しながら、音声.映像資料1定期的な上映会やパ'りアフリー上

図書館協議会の意見

や、図書施設向けの貸出セットな

どの取組みにより、魅力ある読書

空間を作っている。

資料購入または相互貸借など総

合的な判断を行っている。

長崎をテーマにした相談が多いこと

から、知りたいテーマに関する資料

を探す手引きの作成や、大人の調

べる学習講座を開催するなど、長

崎ファンの1広大を図っている。

への働きかけを行う。

情報発信サービス

にD、DVDなどを積極的恒収集する。

映像資料を用いた映画会などを展開する。

ホームページの活用により、図書及び図書館に関する情

報を利用者に提供する。

市民力沫"用するインターネット端末を整備し、情報収集を

可能とさせる。

^^^^^■.■■^.".^.●一.^、1▲一→^冒〒]^「^^■^.^^^^^^^.."■区'叫q■区^→q^

1日経営・起業相談会」、企業情

1報の調べ方などの講座が開催さ
れ、ビジネス支援サービスが充実し

ビジネス支援サービス

ている。

定例おはなし会は人気が高く、実

:施回数を増やし、多くの方が参加

'できるように配慮されている。

クラウドファンディングにっいては、ス

タッフ自らの体験を基にして講座が

開催され、情¥尉是供が図られてぃ

19

る。

ビジネス関係の資料を集めた「ビジネスコーナー」を設置 1女性のための起業セミナーや「土曜
し、各種資格取得のための情報やキャリアアップのための 1

^ー^^巨4、^ι^ー

YAの情報発信用に特化した掲示

板を設置し、情報提供が実施され

情報を提供する。

中小企業庁など専門機関と連携し、起業に関する情報

や産業活動に必要な情報を提供する。

商用データベースにより、新聞記事やビジネス関連の庸

報、官報や判例など、様々な盾報を検索する環境を提

供する。

映会などを開催し、利用者の増加

が図られている。

オンライン蔵書目録検索システムで



サービスの名称

地域情報の提供サ

ービス

医療・健康墻報サー

ビス

長崎の歴史や文化、民俗にっいての資料や行政資料な

ど地域資料の整備ど舌用を図り、市民及び市政への情

報提イ兆行う。

サフビスの概要

がんによる死亡率の高さと医療費の抑制は、長崎市にお

ける重要な課題であることから、「がん情報サービス」を提

供している。

市立図書館の脆弱な領域を地域の各関係機関との連

携により補完し、質の高い情報を提供することで、市民に

役立っ図書館の実現を目指す。

国際化社会に対応

するサーピス

■区_"■▲^.■.^■■■■↓■一^■.ー^.^■一^^.^■【■『■『..^.▲卜→一→■"区"区^^.■,]■■■■.■^.ー^^ー^ー.^■.^^.■^■.^^『

ハンディキャップサービ1図書館利用に障害のある市民が利用しやすぃ施設を整 1サービスの旦録者は年々』加し、

英語、

る。、

外国にルーツを持っ利用者向けのサービスや利用案内を

ス

中国語、ハングルなど外国語資料を収集し提供す:「ながさき国際協力交)肌フエスティ1

世界遺産登録に向けて「明治日

本の産業革命遺産」や「長崎の教

会群とキリスト教関連遺産」などの

特設展示や長崎の文学などの展

示力実施されている。

図書館協議会の意見

1ヨニう。、__"_"_._.__1

要望があった施設等での読み聞か

備する。

1録音図書や大活字本などの障害者用資料を収集する。

対面朗読のサービスを行う。

1来館が困難な人に対しては、資料を宅配するなどの方法

でサービスを行う。

バリアフリー上映素材を活用した上映会を開催する。

がん検診率が低く発がん率が高い

長崎の特徴を地域的課題として

取り組んだことにより、地域の医療

機関等と連携し、図書館で病気

や健康信っいて考える催しが、全

国の図書館に広がったことは評価

学校司書が配置されたことにより、

小・中学校とのやり取りが増え、団

体貸出等の支援機会も増えてい

20

できる。

る。

__L゜
ボランティア活動の推

進'図書館におけるボランティア活動を推進する。 1せ力喫施されている0

ーー、●一ーーー^ー" 1'鄭。知酷祇岡01

__...._.._._____.._、,__に.111.1.「71711111_1.戸〒111_._1

学校図書館の資料で解決できない調べ学習の課題など

に対する資料提供やレファレンスサービスを提供する。

団体貸出や学級貸出を行う。

1職場体験の受入れを行う。

バル」等で図書館サービスを紹介。

多様な言語の資料を収集し、提

供されている。

読み聞かせボランティアの養成講座を実施する。

定期的{こ対面朗読や宅配のサー

ビスを利用しており、ハンディキャップ

サービスカ喨実している。

日本語字幕と音声ガイド付きの上

映素材を活用し、誰もが共に映画

を楽しむこと力やできる環境が提供さ

れている。ス屈キ
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(3)図書施設の利用状況

図書施設の利用状

況の分析

開館後3年余り経過した平成お年度と令和元年度を比較

・全登録者数は約22.10血減少しており、新ま見登録者数においては約30.9%減少している。

・貸出者数ば約 10,4%減少している。 、

・貸出点数の総合計は約14.6%減少しており、ネ見1恵覚資料において特に顕著である。

・貸出者が視聴、覚資料以外の資料を借りた回数は、ほぽ横ぱい。

「貸出手続きを行う登録者」と、「各登録者が貸出手続きをする回数」の、一方または双方が咸

少していると考えられる。←登録をする人が咸ったが、借りている歩頁度はほぽ横{丸、である。

105.09,0

95.09、0

100.0%

図書施設の利用状況(平成23年度を基準とした経年比較)
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ア登録者と貸出状況の推移について

全国の公共図書館の状況をみると、,平成23年度と令和元年度の対比で、登録者数は約8.4%増加
しているが、貸出数は、約45%減少している。

同様に、長崎県内にある公共図書館の状況をみると、登録者数は約45%減少、貸出数は約57%
減少している。登録をしているが借り恋い人が増えた、または、一人当たりの借のる回数が減った、

あるいはその両方の傾向があると考えられる。

長崎市における状況は、登録者数は約22.1%減少、貸出数は約156%減少レて.いる。

登録の有効期限は3年であの、登録満了時に更新されなかった傾向がある。また、転入者に市内の
いずれの図書施設でも予約本の受取り・返却ができる仕組みが知られて.いないために登録され葱かっ

たという傾向もあり、登録者の減少が進んだと考えられる。

貸出総数にっいては、平成29邱度に底を打ち、回復の兆しがみられる。これは、独自企画のイベ

ントにおいて関連する館内資料を特設展示して紹介し、本を借りる意欲に結びっけるための取組みな
,

どを実施した成果と考えられる。

登録者数(平成23年度を基準とした経年比較)
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イ貸出資料の推移について

貸出総数は、平成29年度まで減少を続げており、長崎県内でも同様の傾向がみられる。

減少の主な要因としては、スマートフォンに代表されるIT機器の普及に伴い、個人の可処分時問
における図書館の利用時間が減少しだことにある。

資料の推移にっいて個別にみると、一般書は、図書館における資料全体の半分以上を占めることか
ら、貸出総数と同様の推移を示している。

児童書は、学校図害館との連携を強化したことから、大きく減少しだ後に、増加に転じてぃる。
雑誌は年長増加していたが、サブスクリプション方式の電子雑誌サービスが始ぎの、減少に転じだ。
視聴覚資料は、大幅に減少している。その理由として、有料貸出による店舗が品数や便利さの点で

利用を伸ぱしたこと、通信環境の整備による視聴覚コンテンッのネット配信が普及したこと、さらに

は、サプスクリプシヨン方式の配信サービスが拡大していること恋どがあげられる。
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ウ利用者アンケートの結果について

市立図書館では開館してから数年おきに利用者アンケートを実施レている。アンケートは、図書館
資料の充実度や利用に関する満足度、設備に関する満足度などの項目から恋る。

利用に関する満足度にっいて、開館時間や休館日など館の運営に関する事柄は、開館から経過した
期間が長くなるほど、不満を持っている人の割合が減少しており、概ね満足を得られるようなサービ
スが提供されていることが確認できる。

休館9にっいて、香焼図書館や公民館等の図書施設と休館日が重ならないこと、また、休館日が祝
日等と重なっても休館日を移動しないこと恋ど、火曜日が休館日として定着するような運用を取の入
れたことで、多くの利用者に認知されていること力確認できる。

資料の充実度にっいて、・年間約8,000万円の資料費を 15辱間継続して確保していることから、
毎月新.しい資料を購入することができておの、図書室向けに貸出セットを作るなどの取組みと併せて、
新刊本が頻繁に書架に並び、利用者が本を借りる意欲に結びっけている。多くの自治体において資料

費が減らされる傾向が続いてぃるなかで、長期間継続したサービスを提供するメリツトに繋がってい
る。

施設の維持管浬にっいて、休館日に実施されている館内メンテナンスは、1年間と15年間の二つ

の期間で計画し、実施されているため、開館から一定期間が経過しているにもかかわらず、言文備が機
能的に保たれ、施設の劣化を未然慥防ぎ、適釖恋維持管理ができており、利用者からの評価も高く、
一体的な長期契約による施設の利用しやすさや機能性の向上が確認できる。

利用に関する満足について
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資料の充実度について
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図書館の設備について
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1 脆設整備費(サービス料1)

一括支払分(合併特弼」債対魚部分)

項

割賦払分元本

2 維持管理費(サービス料嵐)

割賦払分支払利息

市立図書館整備事業に係るVFMにっいて(従来手法とPH当初、PF1最終の比較)

3 運営委託費(サービス料瓜)

目

施

4 情報資料庸入費(サーピス料Ⅳ)

整備費

初期購入費(25万冊)

5 図書館情報システム費(サービス料V)

初期購入費にかかる支払利息

6 図害館情報システム保守管理費(サービス料Ⅵ)

定常購入費

Φ従来手法

5'347,030

4,238,646

1,108,384

維持管理運営費(2~畴十)

②PF1手法〔当初)

市職員人件費

総費用額

5,347,030

3,706,030

1,509'750

アドバイザ1J一費

2,765,130

807,852

、、133,048

2,249,944

+

1,714,286

③PF1手法(最継)

財政負担額

一子=

3,706,030

571,429

1,496,940

1,142,857

3,679,159

2,142,100

2,765,130

769,383

144,646

939,000

1β08,390

405ρ00

571,429

94,111

1,142,850

6,817,980

④削減額②一①

3,679,159

2,763,750

14,928,760

1,505,766

' 1,641,0001

闇与門.昌^圏闇雫一ー^.■^ー^ー.^ー^ー^ー.1』.^●■^畔●』^^^^^..^

584,160

2,116,368

599,400

1β29,982

6,630,990

544,218

102,314

1,183,450

削減率舳④/①

▲ 1,641,0001'

907,000

14,928,760

11,244,020

' 30,69ツ0

▲ 12,8101

r

573,751

' 107,844!

598,141

ー.ー.』."一艸""、..,一闇^^ー.ーーー「..^ー^.^^^^

,"闇^早.N一■".尋一ー..巨^ー^ー^^●^^、.^^^^^ー^ー^..^.^.^

27,619

6,624,008

⑤削減額③一①

' 30.69VO

94,1041

※消費税抜き

11'271,639

761,875

' 1,667β711

11ρ65,042

' 0,859"0

^^^^^^^ー^^ー^..^.ー

区二三亟回

区三亙画

j

' 4,79●'0

' 354'840

冨

^■^^■^■,^■^■^^冒^^^ー^冒^、^^^^冒^^^
工

(単位:千円)

削減率怖⑤ノ①

' 1,667,8711

194,4001

5.499'0

' 186,990

▲ 1β56,750

'31.199'0

' 3,684,7401

t

▲ 3,9841

' 37'799,'0

' 133'576}

ー.ー,、,.ーーーーーーレーーーー^^

48.009'0

、-MH"..、一柚"卵,爵M,"^申^^.L●.^^^ー

115,6961

' 2.74%

▲ 31.199"0

」

' 67.189、0

27'619

ー、

' 0.26,、0

' 3,657'121

ι

' 24.68色,0

' 594ψ0

' 365,249

1

虐

6.759'0

193,1411

' 193」972

従来手法:A

' 2,001,875

PF1手江:B

▲ 24.509ら

' 3'863,718

' 38.90,'0

VFM : A・:・B

VFM

算定結果
名目値{単純合計】

削減率:VFM/A

47.699'0

' 2.85%

' 72,43色'0

27,619

14.928.760

点 3β36,099

▲ 25.889'0

11271639

3657.121

従来手法;A

24、50%

PF1手法:B

▲ 25.709h

VFM:A-B

VFM

削減率:VFM/A

算定結果
名目値(単純台二"

14928760

11.092,661

3,836099

25.70%

(
e
 
泌
陣
魯
熟
肅

設

W
O


